
別紙第２

勧 告

本委員会は、別紙第１の報告に基づき、次の事項を実現するため、沖縄

県職員の給与に関する条例（昭和��年沖縄県条例第��号）を改正すること

を勧告する。

１ 沖縄県職員の給与に関する条例の改正

� 給料表

教育職給料表�及び教育職給料表�について、別記のとおり現行の

給料表に特２級を設置すること。

� 初任給調整手当

医療職給料表�の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額

の限度を�������円とすること。

２ 改定の実施時期

この改定は、平成	�年４月１日から実施すること。
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別記
教 育 職 給 料 表 �

職員の
区分

職務
の級 １ 級 ２ 級 特２級 ３ 級 ４ 級
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備考１ この表は、高等学校、特別支援学校及びこれらに準ずるもので人事委員会規則で定めるものに勤務する校長、
副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手その他の職員で人事委員
会規則で定めるものに適用する。
２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額
は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
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備考１ この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事委員会規則で定めるものに勤務する校長、
副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭その他の職員で人事委員会規則で定
めるものに適用する。
２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額
は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
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